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第２８号議案 

 

令和８年度蒲郡市一般会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４７，７２８，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継

続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

1 地方消費税交付金 ２，２４０，０００

ゴルフ場利用税交付金 １，８００8

1 法人事業税交付金 ２２０，０００

地方消費税交付金 ２，２４０，０００7

1 株式等譲渡所得割交付金 １００，０００

法人事業税交付金 ２２０，０００6

1 配当割交付金 ８０，０００

株式等譲渡所得割交付金 １００，０００5

1 利子割交付金 ２５，５００

配当割交付金 ８０，０００4

4 特別とん譲与税 ３０，０００

利子割交付金 ２５，５００3

2 自動車重量譲与税 １６５，０００

3 森林環境譲与税 １３，１９６

地方譲与税 ２５３，１９６2

1 地方揮発油譲与税 ４５，０００

5 入湯税 ６０，０００

6 都市計画税 １，１３８，０００

3 軽自動車税 ２４７，８００

4 市たばこ税 ４９０，０００

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

市税 １４，１１３，０００1

1 市民税 ５，５２８，２００

2 固定資産税 ６，６４９，０００
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単位：千円

3 委託金 ２３，０８０

県支出金 ２，５６９，４１８17

1 国庫負担金 ３，７４４，５４２

2 国庫補助金 ３，０１０，６８５

2 手数料 １６１，１８６

国庫支出金 ６，７７８，３０７16

使用料及び手数料 ５５９，２６１15

1 使用料 ３９８，０７５

分担金及び負担金 ８３，０８３14

1 負担金 ８３，０８３

交通安全対策特別交付金 ８，５００13

1 交通安全対策特別交付金 ８，５００

地方交付税 ３，２８５，０００12

1 地方交付税 ３，２８５，０００

2 新型コロナウイルス感染症対策 ３，３００
地方税減収補填特別交付金

地方特例交付金 １７３，３００11

1 地方特例交付金 １７０，０００

７，０００10

1 環境性能割交付金 ７，０００

金　　　　　　額款 項

1 ゴルフ場利用税交付金 １，８００

自動車取得税交付金 １０9

1 自動車取得税交付金 １０

環境性能割交付金
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単位：千円

1 市債 ２，０３２，９００

6 収益事業収入 ９００，０００

市債 ２，０３２，９００23

4 受託事業収入 ４４７，７４３

5 雑入 ７２９，１２８

2 市預金利子 ５，１０８

3 貸付金元利収入 ２６０，０００

諸収入 ２，３５１，９７９22

1 延滞金 １０，０００

繰越金 ２００，０００21

1 繰越金 ２００，０００

2 基金繰入金 １０，７２０，４８９

3 財産区繰入金 １４，４２０

繰入金 １１，１４９，４０９20

1 特別会計繰入金 ４１４，５００

寄附金 １，００６，４２０19

1 寄附金 １，００６，４２０

1 財産運用収入 ４８５，８９７

2 財産売払収入 ４，０２０

1 県負担金 １，４１１，６１７

2 県補助金 ９１２，２５６

3 委託金 ２４５，５４５

財産収入 ４８９，９１７18

金　　　　　　額款 項
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ４７，７２８，０００

金　　　　　　額款 項
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単位：千円

6 商工費 ２，２５３，２８８

1 商工費 ２，２５３，２８８

2 林業費 ３２，７６２

3 水産業費 ２５，４９６

5 農林水産業費 ４６８，６８６

1 農業費 ４１０，４２８

1 保健衛生費 ３，１３９，３７６

2 清掃費 ２，４２０，３６２

4 災害救助費 ２，４００

4 衛生費 ５，５５９，７３８

2 児童福祉費 ６，６１５，４９６

3 生活保護費 １，２７７，７５６

3 民生費 １５，６６４，０１６

1 社会福祉費 ７，７６８，３６４

5 統計調査費 ３，９８３

6 監査委員費 ３４，５９３

3 戸籍住民基本台帳費 ２７９，９１１

4 選挙費 ９５，３１８

1 総務管理費 ４，９４４，４６４

2 徴税費 ４８０，００３

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 議会費 ２６０，９３７

1 議会費 ２６０，９３７

2 総務費 ５，８３８，２７２
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単位：千円

6 商工施設災害復旧費 １５０

7 土木施設災害復旧費 ６００

4 衛生施設災害復旧費 １５０

5 農林水産施設災害復旧費 ２００

2 総務施設災害復旧費 １５０

3 民生施設災害復旧費 １５０

10 災害復旧費 ４，２００

1 災害対策費 ２，２００

4 社会教育費 ９１７，８３９

5 保健体育費 １，３０１，８７０

2 小学校費 ６７０，１４３

3 中学校費 ４４０，４５９

9 教育費 ９，８７９，３７４

1 教育総務費 ６，５４９，０６３

8 消防費 １，９１０，２５５

1 消防費 １，９１０，２５５

5 都市計画費 ７６３，９４１

6 住宅費 １９０，８２８

3 河川費 ２０５，３３８

4 港湾費 ２０８，５４７

金　　　　　　額款 項

7 土木費 ３，２３０，８１２

1 土木管理費 ４４３，１４６

2 道路橋りょう費 １，４１９，０１２
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単位：千円

1 予備費 ５０，０００

歳　　出　　合　　計 ４７，７２８，０００

1 公債費 ２，６０８，４２２

12 予備費 ５０，０００

金　　　　　　額款 項

8 消防施設災害復旧費 １５０

9 教育施設災害復旧費 ４５０

11 公債費 ２，６０８，４２２

 第２表　 継　続　費

単位：千円

事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

令和８年度 820,300

令和９年度 2,391,900

令和１０年度 4,803,300

令和１１年度 1,056,100

新最終処分場整備事業 9,071,600

款 項

清掃費2衛生費4
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単位：千円

生 き が い セ ン タ ー
エ レ ベ ー タ ー 更 新 事 業

令和９年度

1,003,500

46,000

消防救急デジタル無線更新事業 令和９年度～令和１９年度 487,311

6,500

街 路 補 修 事 業 令和９年度

882,844

50,000

道 路 補 修 事 業 令和９年度

学校給食調理業務等委託事業 令和９年度～令和１２年度

令和９年度

 第３表　 債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　間

側 溝 路 側 整 備 事 業

設楽ダム水源地域整備事業負担金 令和９年度～令和１６年度

土 地 改 良 施 設 維 持 補 修 事 業

大 塚 保 育 園 建 設 事 業 令和９年度

道 路 交 通 安 全 対 策 事 業

4,600

72,000

教 育 振 興 基 本 計 画 改 定 事 業 令和９年度

限　度　額

10,000

令和９年度 12,000

令和９年度

58,273
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 第４表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

道路交通安全対策事業 63,100

申 請 書 自 動 作 成
シ ス テ ム 導 入 事 業

4,300

大 塚 保 育 園 建 設 事 業 104,600

新最終処分場整備事業 503,700

道 路 新 設 改 良 事 業 280,700

河 川 維 持 整 備 事 業 30,000

東港地区開発推進事業 52,900

公 園 整 備 事 業 47,400

公 園 長 寿 命 化
対 策 支 援 事 業

30,500

２８０ＭＨｚデジタル同報
無線システム子局更新事業

149,600

消 防 車 両 整 備 事 業 24,000

次 世 代 高 度 情 報 通 信
ネットワーク設備整備事業

7,500

被 災 者 生 活 再 建 支 援
シ ス テ ム 導 入 事 業

3,600

塩 津 地 区 個 別 計 画 に
基づく複合施設建設事業

493,400

西 浦 地 区 個 別 計 画 に
基づく複合施設建設事業

237,600

計 2,032,900

　　 5.0％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

証書借入又

は証券発行

借入先の融資条件に
よる。ただし、市財
政の都合により繰上
償還することができ
る。
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第２９号議案 

 

令和８年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５７４，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ７，５７４，０００

諸収入 ２６，２０６6

1 諸収入 ２６，２０６

繰越金 ２７０5

1 繰越金 ２７０

1 繰入金 ６２５，０００

2 基金繰入金 １０４，５６０

1 財産運用収入 １，９００

繰入金 ７２９，５６０4

2

1 県補助金 ５，１２４，５７４

財産収入 １，９００3

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

国民健康保険税 １，６９１，４９０1

1 国民健康保険税 １，６９１，４９０

県支出金 ５，１２４，５７４

12



単位：千円

1 予備費 ２０，０００

1 償還金及び還付加算金 １８，０２０

7 予備費 ２０，０００

1 基金積立金 ９５，９００

6 諸支出金 １８，０２０

2 特定健康診査等事業費 ７８，８０７

5 基金積立金 ９５，９００

4 保健事業費 １０４，０７８

1 保健事業費 ２５，２７１

3 介護納付金分 １８０，８１８

4 子ども・子育て支援金分 ４８，４３９

1 医療給付費分 １，４９５，９２１

2 後期高齢者支援金等分 ４８９，９８９

5 葬祭諸費 ７，５００

3 国民健康保険事業費納付金 ２，２１５，１６７

3 移送費 ５０

4 出産育児諸費 １８，５００

1 療養諸費 ４，２６８，２１８

2 高額療養費 ７２２，３５０

９６，１４９

2 徴税費 ８，０６８

2 保険給付費 ５，０１６，６１８

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 総務費 １０４，２１７

1 総務管理費
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

歳　　出　　合　　計 ７，５７４，０００

14



 

 

第３０号議案 

 

令和８年度蒲郡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７９６，１００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

4 雑入 ２４５

歳　　入　　合　　計 ２，７９６，１００

2 償還金及び還付加算金 ２，５１８

3 預金利子 １

諸収入 ２，７７４4

1 延滞金 １０

５２，５８２3

1 繰越金 ５２，５８２

後期高齢者医療保険料 １，３１７，１４４1

1 後期高齢者医療保険料 １，３１７，１４４

繰入金 １，４２３，６００2

1 繰入金 １，４２３，６００

繰越金

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算
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単位：千円

1 予備費 ３，０００

歳　　出　　合　　計 ２，７９６，１００

1 償還金及び還付加算金 ２，５１８

5 予備費 ３，０００

1 保健事業費 ５９，４１９

4 諸支出費 ２，５１８

付金
1 後期高齢者医療広域連合納付金 ２，７１４，４２７

3 保健事業費 ５９，４１９

１０，２５７

2 徴収費 ６，４７９

2 後期高齢者医療広域連合納 ２，７１４，４２７

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 総務費 １６，７３６

1 総務管理費
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第３１号議案 

 

令和８年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８２７，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

1 市債 ２，７００

歳　　入　　合　　計 ８２７，４００

1 換地清算金利子 ２

市債 ２，７００8

1 換地清算金 ５１，０００

諸収入 ２7

1 繰越金 １４１，１２３

換地清算金 ５１，０００6

1 繰入金 ６００，０００

繰越金 １４１，１２３5

1 財産運用収入 １００

繰入金 ６００，０００4

1 国庫補助金 ２，４７５

財産収入 １００3

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

保留地処分金 ３０，０００1

1 保留地処分金 ３０，０００

国庫支出金 ２，４７５2
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単位：千円

歳　　出　　合　　計 ８２７，４００

4 予備費 ５，０００

1 予備費 ５，０００

3 諸支出金 ３０，０００

1 繰出金 ３０，０００

公債費 ３２０，４１０

1 公債費 ３２０，４１０

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 土地区画整理事業費 ４７１，９９０

1 事務所費 １５０，６１６

2 事業費 ３２１，３７４

2
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 第２表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理 事 業 2,700       証書借入 5.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。
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第３２号議案 

 

令和８年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の公共用地対策事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

１０

歳　　入　　合　　計 ５７４，０００

３８，８６７

諸収入 １０3

３８，８６７2

財産収入 ５３５，１２３1

1 財産運用収入 ７，４０６

５７４，０００歳　　出　　合　　計

金　　　　　　額款 項

2 財産売払収入 ５２７，７１７

繰越金

1 繰出金 ３８４，５００

諸支出金 ３８４，５００2

1

1 公共用地対策事業費 １８９，５００

金　　　　　　額

公共用地対策事業費 １８９，５００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　出

款 項

歳　入

1 繰越金

1 雑入
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第３３号議案 

 

令和８年度蒲郡市三谷町財産区特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の三谷町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

２５，２００

３

2 雑入 １０

１，９５９

諸収入 １３3

財産収入 ２３，２２８1

1 財産運用収入 ２３，２０８

2 財産売払収入

２５，２００歳　　出　　合　　計

金　　　　　　額

歳　入

款 項

２０

繰越金 １，９５９2

1 予備費 ２，０００

予備費 ２，０００3

1 繰出金 ８，９４８

諸支出金 ８，９４８2

1 総務管理費 １４，２５２

１４，２５２1

款 項 金　　　　　　額

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　出

総務費

1 繰越金

1 預金利子

歳　　入　　合　　計
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第３４号議案 

 

令和８年度蒲郡市西浦町財産区特別会計予算 

 

令和８年度蒲郡市の西浦町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，９００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

１３，９００

１

2 雑入 １０

１，３８９

諸収入 １１3

財産収入 １２，５００1

1 財産運用収入 １２，４９０

2 財産売払収入

１３，９００歳　　出　　合　　計

金　　　　　　額

歳　入

款 項

１０

繰越金 １，３８９2

1 予備費 ９００

予備費 ９００3

1 繰出金 ５，４７２

諸支出金 ５，４７２2

1 総務管理費 ７，５２８

７，５２８1

款 項 金　　　　　　額

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　出

総務費

1 繰越金

1 預金利子

歳　　入　　合　　計
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第３５号議案 

 

令和８年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和８年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３５，１４５栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ８，８７０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２４，３０１㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  １，６８９，０３２千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          ２，００７，２００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，７２２，２４１千円 

  第２項 営 業 外 収 益            ２８４，９２９千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          ２，１７９，４００千円 

  第１項 営 業 費 用         ２，１３２，０４５千円 

  第２項 営 業 外 費 用             ３７，３２５千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３５７，１００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１００，０００千円、過年度分損益勘定留保資金 

２５７，１００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           １，８１８，８００千円 

  第１項 企 業 債           ７５４，４９０千円 

  第２項 固定資産売却代金            １３，０３０千円 

  第３項 負 担 金           ７００，２２４千円 
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  第４項 分 担 金            ４８，９４９千円 

  第５項 補 助 金           １０２，１０７千円 

第６項 出 資 金           ２００，０００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，１７５，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，００９，８４４千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           １６６，０５６千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和９年度  １０，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和９年度 ５，０００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和９年度 １５，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和９年度 １６，０００ 

収 納 等 総 合 業 務 委 託 事 業 令和９年度～１４年度 ８５２，０００ 

コンビニ収納代行業務委託事業 令和９年度～１４年度 １６，２００ 

遠 方 監 視 設 備 改 修 事 業 令和９年度 １２０，０００ 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  配水管布設替工事及び配水場等整備事業に充てるため 

（２）限  度  額  ７５４，４９０千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和８年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利５．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １８４，２３８千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 物価高騰に伴う経済的負担の軽減策として実施する基本料金の免除に関

連し、収入の減少を補うため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

８８，６００千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、２１，４０４千円と定める。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３６号議案 

 

令和８年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和８年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，４００ha 

（２）処理区域内人口                 ６１，８８７人 

（３）年間有収水量               ６，２１５，３９２㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費               ２，８７５，１６９千円 

処理場整備費               ５６１，７３２千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益         ３，１２１，５００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，３５４，７４０千円 

  第２項 営 業 外 収 益         １，７６６，７５０千円 

  第３項 特 別 利 益                １０千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用         ３，２６８，０００千円 

  第１項 営 業 費 用         ３，０４５，４２９千円 

  第２項 営 業 外 費 用           ２０９，８６３千円 

  第３項 特 別 損 失             ２，７０８千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額９０６，８００千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１６３，６１５千円、過年度分損益勘定留保資金 

４４４，８５７千円及び当年度分損益勘定留保資金２９８，３２８千円で補てん

するものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入         ３，２３９，６００千円 
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  第１項 企 業 債         ２，２４９，２００千円 

第２項 負担金及び分担金            ８５，３３０千円 

第３項 固定資産売却代金                 ４千円 

  第４項 補 助 金           ８９６，７６６千円 

  第５項 出 資 金             ８，３００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出         ４，１４６，４００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ３，４９５，９８８千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ６５０，４１２千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 令和９年度 ４１，７００ 

ポ ン プ 場 設 備 更 新 事 業 令和９年度 ３８５，８２５ 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業に充てるため。 

（２）限 度 額  ２，２４９，２００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和８年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利５．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
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（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             ２１０，６７０千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、１，０６０，７００千円である。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３７号議案 

 

令和８年度蒲郡市病院事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和８年度蒲郡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数              ３８２床 

（２）年間患者数          ２８４，７４０人 

    入院患者数         １１５，３４０人 

    外来患者数         １６９，４００人 

（３）一日平均患者数          １，０１６人 

    入院患者数             ３１６人 

    外来患者数             ７００人 

（４）主要な建設改良事業 

    空冷スクリューチラー更新工事費       ８６，０００千円 

器械備品購入費              ２０７，５３０千円 

新棟建設等実施設計委託料          ３８，５００千円 

リハビリ庭園改修工事費          １２０，０００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 病 院 事 業 収 益         １１，２９３，３００千円 

  第１項 医 業 収 益         ９，７２１，８７３千円 

  第２項 医 業 外 収 益         １，４９６，６４３千円 

  第３項 特 別 利 益            ７４，７８４千円 

         支        出 

第１款 病 院 事 業 費 用         １２，０４７，４００千円 

  第１項 医 業 費 用        １１，８４５，２２２千円 

  第２項 医 業 外 費 用           １８２，１５８千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資
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本的支出額に対し不足する額７２８，７００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額４４，４１２千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

６８４，２８８千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入             ８８１，４００千円 

  第１項 企 業 債           ２４４，５００千円 

  第２項 出 資 金           ６１７，９６０千円 

  第３項 固定資産売却代金            １８，６６３千円 

第４項 投 資 償 還 金               ２７７千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，６１０，１００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           ５７６，５７８千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金         １，０１６，７９３千円 

  第３項 投 資            １６，７２９千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期   間 限 度 額 

Ａ 重 油 購 入 事 業 令和９年度 ２０，０００ 

空冷スクリューチラー

更 新 事 業  
令和９年度 ２１５，０００ 

看護師等修学資金貸付金 

蒲郡市看護師等修学資金貸

与条例に基づき、令和８年度

において貸与を決定した期

間 

蒲郡市看護師等修学

資金貸与条例に基づ

き、令和８年度におい

て貸与を決定した額 

薬 剤 師 奨 学 金 

返 済 支 援 金 貸 付 金 

蒲郡市民病院薬剤師奨学金

返済支援金貸与条例に基づ

き、令和８年度において貸与

を決定した期間 

蒲郡市民病院薬剤師

奨学金返済支援金貸

与条例に基づき、令和

８年度において貸与

を決定した額 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

空冷スクリューチラー

更 新 事 業 
86,000 

 

証書借入 

 

借入時期は令

和８年度中と

する。ただし、 

事業の進捗状

況等により起

債額の全部又

は一部を翌年

度に繰延べて

借り入れるこ

とができる。 

 

 

5.0％以内 

 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 

 

 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より繰上償還

することがで

きる。 

新棟建設等実施 

設 計 委 託 事 業 
38,500 

リ ハ ビ リ 庭 園 

改 修 事 業 
120,000 

計 244,500    

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の医業費用、医業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ６，１４７，１３５千円 

（２）交 際 費                １，４００千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，４７９，８００千円と定める。 
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令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３８号議案 

 

令和８年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和８年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              ２００日 

（２）年間勝舟投票券発売金      １７５，１００，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ８７５，５００千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １０，１０２，２４０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益        １７９，８７４，６００千円 

  第１項 営 業 収 益       １７９，４２５，０８２千円 

  第２項 営 業 外 収 益            ４４９，４８８千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用        １７１，４３７，０００千円 

  第１項 営 業 費 用       １６６，７９２，５８７千円 

  第２項 営 業 外 費 用          ４，６２４，３０８千円 

  第３項 特 別 損 失               １０５千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額２，１７１，８００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額７５，４１０千円、減債積立金２４９，６６５千円、建

設改良積立金１，１９２，４５１千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

６５４，２７４千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                 ４００千円 

  第１項 固定資産売却代金               ４００千円 

41



  

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出           ２，１７２，２００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         １，２６８，２６１千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２４９，６６５千円 

第３項 投 資           ６４４，２７４千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和９年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和９年度 ９９，０００ 

電 波 広 告 事 業 令和９年度 ４４，０００ 

名古屋グランパス協賛 

広 告 宣 伝 事 業 
令和９年度 ２３，６００ 

ファンサービス事業 令和９年度 ２４，８００ 

特 別 高 圧 鉄 塔 

撤 去 費 負 担 金 
令和９年度～令和１０年度 ２３７，０００ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ６３１，４６４千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 

 

令和８年２月２６日提出 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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